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第１章 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

 

１．環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

「環境影響評価法」第７条の規定に基づき、当社は環境の保全の見地からの意見を求

めるため、方法書を作成した旨及びその他事項を公告し、方法書を公告の日から起算し

て１月間縦覧に供した。 

 

（１）公告の日 

平成２５年３月２８日（木） 

 

（２）公告の方法 

① 平成２５年３月２８日（木）付けで、以下の日刊新聞紙に「公告」を掲載した。 

［別紙１参照］ 

・秋田魁新報（朝刊） 

 

② 上記の公告に加え、次の「お知らせ」を実施した。 

・自治体（秋田県、秋田市）ホームページ及び当社ホームページへ掲載した。

 ［別紙２－１～２－３参照］ 

 

（３）縦覧場所 

自治体庁舎等６箇所、当社事業所１箇所の計７箇所及びインターネットの利用に

よる縦覧を実施した。 

① 自治体庁舎等 

秋田市本庁舎       （秋田市山王一丁目１－１） 

西部市民サービスセンター （秋田市新屋扇町１３－３４） 

北部市民サービスセンター （秋田市土崎港西五丁目３-１） 

河辺市民サービスセンター （秋田市河辺和田字北条ヶ崎３８-２） 

雄和市民サービスセンター （秋田市雄和妙法字上大部４８－１） 

秋田市環境部庁舎     （秋田市寺内蛭根三丁目２４－３） 

株式会社秋田ウインドパワー研究所 （秋田市山王臨海町３－３１） 

② 事業者の事業所 

エコ・パワー株式会社 （東京都品川区大崎１－６－１ TOC大崎ビルディング） 

株式会社秋田ウインドパワー研究所 （秋田市山王臨海町３－３１） 

③ インターネットの利用 

当社ホームページに方法書の内容を掲載した。 ［別紙２－３参照］ 
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（４）縦覧期間 

平成２５年３月２８日（木）から平成２５年４月３０日（火）までとした。 

各施設における閲覧は平日の９時から１７時までとした。 

インターネットの利用による電子図書の閲覧は、縦覧期間中には常時アクセス可

能な状況とした。 

 

（５）縦覧者数 

総 数      １名（縦覧者記録用紙記載者数） ［別紙３参照］ 

・秋田市本庁舎                0名 

・西部市民サービスセンター          0名 

・北部市民サービスセンター          1名 

・河辺市民サービスセンター          0名 

・雄和市民サービスセンター          0名 

・秋田市環境部庁舎              0名 

・株式会社秋田ウインドパワー研究所      0名 
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２．環境影響評価方法書についての説明会の開催  
「環境影響評価法の一部を改正する法律」（平成２３年法律第２７号）第７条の２の

規定に基づき、方法書の記載事項を周知するための説明会を自主的に開催した。  

説明会の開催の公告は、方法書の縦覧等に関する公告（お知らせ）と同時に行った。  

 

（１）開催日時  

平成２５年４月１８日（木） １８時００分～２０時００分  

 

（２）開催場所  

西部市民サービスセンター(秋田市新屋扇町一三-三四) 

 

（３）来場者数  

３名  

 

３．環境影響評価方法書についての意見の把握  

「環境影響評価法」第８条の規定に基づき、環境の保全の見地からの意見を有する者

の意見書の提出を受け付けた。  

 

（１）意見書の提出期間  

平成２５年３月２８日（木）から平成２５年５月１４日（火）まで  

（縦覧期間及びその後２週間とし、郵送受付は当日消印有効とした。）  

 

（２）意見書の提出方法 ［ 別紙５参照 ］  

① 縦覧場所及び説明会に備え付けた意見書箱への投函  

② 当社への郵送による書面の提出  

 

（３）意見書の提出状況  

①縦覧場所における縦覧者数及び意見書数      （縦覧者数）  （意見書数） 

・秋田市本庁舎                0名       0通 

・西部市民サービスセンター          0名       0通 

・北部市民サービスセンター          1名       0通 

・河辺市民サービスセンター          0名       0通 

・雄和市民サービスセンター          0名       0通 

・秋田市環境部庁舎              0名       0通 

・株式会社秋田ウインドパワー研究所      0名       0通 
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②説明会における来場者数及び意見書数         （来場者数）  （意見書数） 

・西部市民サービスセンター          3名       0通 

     

③当社への郵送により意見書数                       （意見書数） 

         0通   
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第２章 環境影響評価方法書について提出された環境の保全の見地からの意見の概要とこれ

に対する当社の見解 

 

「環境影響評価法」第８条第１項の規定に基づいて、当社に対して意見書の提出に

より述べられた環境の保全の見地からの意見は０件であった。 
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[ 別紙 1 ] 
 

日刊新聞紙に掲載した公告 
 

○ 平成２５年３月２８日（木） 掲載 
・ 秋田魁新報（朝刊） 
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[ 別紙２－1 ] 
秋田県ホームページに掲載したお知らせ 

 
○ 平成２５年３月２８日（木） 掲載 
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[ 別紙２－２ ] 
秋田市ホームページに掲載したお知らせ 

 
○ 平成２５年３月２８日（木） 掲載 
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[ 別紙２－３ ] 
エコ・パワー株式会社（事業者）ホームページに掲載したお知らせ 

 
○ 平成２５年３月２８日（木） 掲載 
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[ 別紙３ ] 
 

縦覧場所に設置した縦覧者記録用紙 
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[ 別紙４－１ ] 
 

縦覧場所に用意した意見書（説明文書） 
 
 

 
 
 

[ 別紙４－２ ] 
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縦覧場所に用意した意見書（様式） 

 
 

 
 


